
令和３年11月19日
福島県警察本部

１ 交通事故発生状況（11月18日現在の概数）

２ 高校生運転の自転車事故が連続発生！！
（自転車と歩行者が衝突し、死亡事故となったのは平成19年以来）
○ 11月16日午前７時53分頃

郡山市方八町地内において、普通車と自転車が衝突し、自転車乗車中の
男子高校生が重傷を負いました。

○ 11月18日午後16時00分頃
いわき市平成一丁目地内において、自転車乗車中の高校生と高齢歩行者

が衝突し、高齢歩行者が亡くなりました。

３ 交通安全のアドバイス
～自転車利用の方へ～

○ 自転車損害賠償責任保険に加入しましょう。
○ 交通ルール・マナーの徹底

自転車も「車両」の仲間ですので、交通ルール・マナーを遵守して運転しましょう。
また、夕暮れや夜間には、自転車のライトを点灯するほか、夜光反射材も活用

しましょう。

本年10月に、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制
定されました。
同条例では、自転車の安全利用はもとより乗車中の交通事故に備えヘルメ

ット等の安全器具の使用について規定されています。

【福島県自転車安全利用五則】
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４ 交通ルール・マナーを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯・反射材着装
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
○ 運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止

５ 被害軽減のためヘルメット着用に努める

※自転車は、被害者だけでなく加害者にもなり得ます！
ルールを守って運転しましょう！

交通安全のポイント

※（ ）は前年同期比

発生件数 死者数 うち高齢者 けが人数

2,573件 44人 27人 2,966人
（-284件） （-３人） （＋３人） （-413人）


